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指令主義における真理の理論 :機能主義的観点からの再構成  

北海道大学  駒田珠希  

 

1．はじめに  

本稿は、R.M. Hare (1961, 1997)の指令主義における道徳的言明の真理を

理論的に説明するために、M. Lynch (2001, 2009)による真理の機能主義の議

論を援用しつつ、指令主義を再構成することを目的としている。  

指令主義は、道徳的言明が記述的要素の他に指令的要素を持つことを主張

する。この立場は、道徳文は感情の表出であるため真偽を問えるものではな

いとする A.J. Ayer (1951)の情動主義から発展した。このような歴史的背景

のため、指令主義もまた道徳的言明の真理適合性を否定する非認知主義とし

て一括りにされることが一般的である (佐藤 ,  2012b)。しかし、以降で見るよ

うに、実際には、Hare (1997)は道徳的言明の真理適合性を明示的に認めてい

る。では、指令主義における道徳的言明の真理は、どのような真理の理論（対

応説、整合説など）によって説明されるだろうか。この点について、Hare は

明確な議論を提出していない。本稿の目的は、この問いに答えること、すな

わち指令主義における道徳的言明の真理を最もよく説明することができる真

理の理論がどのようなものであるかを明確にすることである。  

Hare によれば、道徳的言明は記述的意味と評価的意味の二つの意味をも

ち、真理を担っているのは記述的意味である。さらに、第二節で述べるが、

記述的意味は判定基準的側面と記述的側面の二つの側面をもつ。そこで、そ

れぞれの側面から道徳的言明の真理がどのようなものであるかを検討すると、

記述的側面に関する真理は対応説的に考えることができる一方、判定基準的

側面に関する真理を対応説的に捉えることは困難だということが明らかにな

る。この場合、一つの道徳的言明に種類の異なる真理を措定すること、すな

わち真理の多元性を許容することは可能かという問題が生じる。そこで、本

稿では、Lynch の機能主義の理論を援用する。機能主義とは、真理の性質の

統一性を認めながら、その真理の性質を実現する性質は言説の種類ごとに異

なると主張する立場である。機能主義を用いて指令主義を再構成することで、

判定基準的側面と記述的側面のそれぞれが異なる性質を持つことを受け入れ

たうえで、その言明の真理を統一的に説明することができる。以上を通して、

指令主義における道徳的言明の真理を最もよく説明する真理の理論は機能主

義であると結論づける。  

本稿の独自性は以下の二点にある。一点目は、これまで指令主義における

真理の理論について本格的に検討した研究が少なかったのに対し、本稿は指
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令主義における真理の理論について本格的に検討している点である。二点目

は、道徳的真理を形式的なものと考えるデフレ主義を採るのではなく、実質

的な真理の理論を提示する点である。非認知主義と相性のよい真理の理論に

デフレ主義がある。デフレ主義者によれば、「S は真である」は S を主張する

ことと同じである。この立場を採ると、真理述語をあくまで形式的なものと

して捉えることになるため、道徳的真理にあたる実質的な性質が何であるか

の問いに答える必要はなくなる。しかし、本稿では、デフレ主義を採るので

はなく、あくまで指令主義の枠内で道徳的言明の真理をよく説明することが

できるような実質的な真理の理論を提示する。  

本稿の構成は次の通りである。第二節では、指令主義における道徳的言明

の意味と真理適合性について説明する。第三節では、機能主義による道徳的

言明の真理に関する議論を説明する。第四節では、機能主義による議論を援

用して、指令主義における真理の理論を再構成する。結論として、指令主義

は Lynch の議論を用いることで道徳的言明の真理をうまく説明できること

を示す。  

 

2．指令主義  

2.1 指令主義理論と真理適合性  

本節では、指令主義における道徳的言明の意味と真理適合性について説明

する。まず、指令主義における道徳的言明の意味について説明する。指令主

義において、道徳的言明は記述的意味と評価的意味の二つの意味を持つ。記

述的意味は事実に関する記述的な情報を伝え、評価的意味は記述された事実

や性質についての指令という言語行為を遂行するものである。例えば、ある

人が、優しくて寛容でトランプでずるをしない人物に対して「彼はよい人だ」

と判断したとする。このときの記述的意味は「優しくて寛容でトランプでず

るをしない」という記述的情報を示しており、評価的意味はこの記述的意味

によって記述されている性質を指令していることになる。  

さらに、この記述的意味は二つの側面に分けて考えることができる。一つ

目は、判定基準的側面であり、二つ目は記述的側面である。判定基準的側面

とは、ある人がある対象を「よい」と判断する際に、その人が何を「よい」

と見なしているのか、換言すれば、その人は何を以て「よい」と判断してい

るのかという、その人がもっている「よさ」の基準を示すものである。記述

的側面とは、判断者が「よい」と判断する際に、その対象が実際にもってい

る事実や性質の記述である。一般化していえば、ある性質 p をもつ x につい

ての「 x はよい」の記述的意味は、「 p はよさの判定基準であり、かつ、実際
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に x は p をもっている」というものになる。このときの、前者が判定基準的

側面、後者が記述的側面である。  

「判定基準的側面」や「記述的側面」という用語を Hare 自身が用いてい

るわけではないが、この区別は『道徳の言語』(1961, pp.112-4= 2003, pp.149-

51)における次の説明から読み取ることができる。すなわち、Hare によれば、

ある自動車 M について「M はよい自動車である」という発話は、一方で「純

粋に事実的ないし記述的性格をもつ情報を伝える (Hare, 1961, p.112= 2003, 

p.149)」、つまり、聞き手が実際に M を見たことがない場合でも「どんな種

類の自動車を私たちが「よい」と呼び慣れているかを知っている（自動車の

受け入れられているよさの基準が何であるかを知っている）なら、彼は、明

らかに私の発言からそれがどんな種類の自動車かについての情報を受け取っ

ている (ibid,  pp.112-3= p.149 )」というものである。  

他方で、以上の発話は、「Ｍがもっているいくつかの特性が、人びとにまた

少なくとも私に―それをよい自動車と呼ばせる特性であること (ibid, p.113= 

p.150)」を教える、つまり、「自動車のよさの基準を説明したり伝えたり設立

する (ibid,  p.114= p.151)」ものでもあると述べている。  

以上の記述から、前者が記述的側面であり、後者が判定基準的側面である

といえる。先の例を用いるならば、ある人が優しくて寛容でトランプでずる

をしない人物ついて「彼はよい人だ」と判断する際、その判断は、実際に「彼」

によって指されている人物は優しくて寛容でトランプでずるをしないという

事実の報告（記述的側面）に加え、その判断者は「優しくて寛容でトランプ

でずるをしない」ことをよいことであると考えている、つまり、その判断者

は「よさ」の基準として「優しくて寛容でトランプでずるをしない」をもっ

ているということを伝えている（判定基準的側面）のである。  

次に、指令主義における道徳的言明の真理適合性について説明する。指令

主義は、道徳的言明において記述的要素の他に指令的要素をも認めることか

ら、道徳的言明の真理適合性を認めない非認知主義の立場に位置づけられる

ことが一般的である。しかし、Hare は、自身の理論が道徳的言明の真理適合

性を認めるものであると述べている (Hare, 1997, pp.47-52)。道徳的言明の真

理適合性に関する彼の主張は次の通りである。彼は、言明の意味が真理条件

のみによって決定されると考える立場を記述主義、言明の意味は真理条件の

みによっては決定されないと考える立場を非記述主義として区別する。非記

述主義は文の意味が部分的に真理条件によって決まることを否定するわけで

はないため、記述主義と同様に (1)道徳的言明に真偽が問えること、(2)私たち

が言明の真偽を知ることができること、(3)道徳的性質や道徳的事実があるこ
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との三点を認めることができる（ ibid, 1997, p.51）。この区別に従えば、非

記述主義に分類される指令主義は、道徳言明の意味が真理条件のみによって

決まることを否定するだけであり、意味の一部に真理条件が含まれているこ

とは否定しない。よって、指令主義もまた上の (1)から (3)を認めることができ

る。  

以上のように、指令主義における道徳的言明が真理適合性をもち、道徳的

言明の意味の一部が真理条件によって決まるのだとすれば、この場合の真理

条件とはどのようなものだろうか。Hare によれば、指令主義における真理条

件は道徳的言明が持つ記述的意味と同様である (ibid, 1997, p.52)。先述の例

を用いれば、「彼はよい人だ」という言明の記述的意味が「優しくて寛容でト

ランプでずるをしない」である場合、「彼はよい人だ」が真であるのは、「彼」

によって指されている人物が「優しくて寛容でトランプでずるをしない」と

いう条件を満たしている場合となる。  

Hare は指令主義における道徳的言明の真理適合性を認めるものの、他方

で、その真理の性質を明確に説明する理論は提出していない。そのため、指

令主義は道徳的言明の真理を対応説的に理解すべきか、整合説的に理解すべ

きか、あるいは、また別の仕方で理解すべきかは明らかではない。さらに、

記述的意味を真理条件と見なし、記述的意味によって記述されている事実が

存在する場合に真であるとする彼の主張は、記述的意味が持つ二つの側面の

うち、記述的側面に関する真理しか説明していない。「彼はよい人だ」の記述

的意味は、「〈優しくて寛容でトランプでずるをしない〉はよさの判定基準で

あり、かつ、実際に『彼』によって指されている人物は優しくて寛容でトラ

ンプでずるをしない」であるにもかかわらず、彼の説明では、この記述的側

面、すなわち、「『彼』によって指されている人物は実際に、優しくて寛容で

トランプでずるをしない」が真となる際の説明として事実との対応関係を提

示するにとどまっている。この説明のみでは、判定基準的側面、すなわち「（判

断者は）『よさ』の判定基準として〈優しくて寛容でトランプでずるをしない〉

を考えている」については説明されない。  

そのため、道徳的言明の真理に関して Hare が提示した説明では不十分で

ある。そこで、以下では、指令主義における道徳的言明の真理の性質がどの

ようなものであるかについて、記述的側面と判定基準的側面を区別したうえ

で、それぞれに応じて検討する。  

 

2.2 指令主義における真理の性質  

 前節で述べた通り、指令主義において道徳的言明の真理は二つの側面をも
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つ記述的意味が担っている。そこで、道徳的言明の真理の性質がどのような

ものかについて、それぞれの側面に応じて検討していく。本節では、まず記

述的側面における真理について検討し、次に判定基準的側面における真理に

ついて検討する。  

結論から述べると、記述的側面における真理は心的独立な事実との対応に

よって説明することができる。このことは、先に述べたように Hare が記述

的意味（の記述的側面）を真理条件と同様なものとして捉えていることから

も見て取れる。先述の例では、「彼はよい人だ」の記述的側面は、「『彼』によ

って指されている人物は、優しくて寛容でトランプでずるをしない」という

事実の記述に言い換えられる。これが真であるのは、「彼」によって指されて

いる人物は実際に「優しくて寛容でトランプでずるをしない」という事実が

存在するときである。このように、記述的側面の真理については心的独立な

事実との対応関係によって説明することができる。  

他方、判定基準的側面における真理については、記述的側面とは異なる説

明が必要となる。というのも、判定基準的側面が示しているのは単なる事実

の記述ではなく、ある人が道徳判断を下す際に用いているその判定基準が何

であるかに関するものだからである。先述の例では、判定基準的側面は「『よ

い』と判断する際の基準は〈優しくて寛容でトランプでずるをしない〉こと

である」という判定基準に関する記述に言い換えられた。これが真であるた

めには、判断者が用いている判定基準が客観的な事実として存在する「道徳

原理 (moral principle)」と一致していることが必要となる。道徳原理とは、

Hare によって提唱された概念であり、私たちが道徳判断を下す際に参照す

るものである。また、彼によれば、この原理は私たちによって作られたもの

であり、修正と継承を重ねることで洗練される。さらに、これは歴史的、文

化的に確固たる地盤をもつという意味での客観性を有している。ただし、道

徳原理がこの意味で客観性を有するものであるとはいえ、それが私たちによ

る構築物であることを考慮すれば、道徳原理との一致が心的独立な事実との

対応関係ではなく、心に依存した事実との関係であることになる。  

古典的対応説は、心的独立な事実との対応を真理の性質として考える １。

例えば、“This cat is  wet .”のように世界の在り方を記述した文は、実際に “this 

cat”によって指されている猫が濡れているという事実がある場合、すなわち

文と事実の間に対応関係があることによって真となる。この理論では、道徳

に関する文の真理について語るのは困難である。なぜなら、「善さ」や「悪さ」

を純粋に記述的な事実に還元することは議論の余地があるうえ、道徳的事実

という特殊な事実を認めるとしても、それらが心的独立であるとは考え難い



哲学の門：大学院生研究論集 

139 

 

ためである。以上より、古典的対応説を用いて道徳原理との一致を説明する

ことは困難であるため、判定基準的側面における真理の性質は対応説によっ

て説明されがたい。この場合、一つの言明が二つの側面それぞれに応じて異

なる種類の真理を担うことになる。そのため、指令主義における真理を説明

するためには、異なる種類の真理を同時に説明できるような理論、つまり多

元性を許すような理論が必要となる。  

そこで、第三節では真理の多元性を許容する理論として Lynch の機能主義

について説明し、第四節ではその理論を援用しつつ指令主義を再構成する。

それに先立って、指令主義を再構成するために他の理論ではなく機能主義を

援用する理由を三つ手短に述べておきたい ２。第一の理由は、非認知主義と

相性がよいと考えられるデフレ主義を採用しないことに関するものであり、

第二の理由は対応説や整合説などの一元論的な理論を採用しない理由である。

第三の理由は、真理の多元性を認める C. Wright の多元主義ではなく機能主

義を採用する理由である。  

第一の理由は、次の通りである。Hare は記述的意味（の記述的側面）を真

理条件と見なし、記述的意味によって記述されている事実が実際に存在する

場合にその言明は真であると述べていた。つまり、彼によれば、記述的意味

（の記述的側面）と事実の対応関係によって真偽が決まるため、道徳的言明

の真理に関して対応説的な説明が可能となる。この点を踏まえると、指令主

義における真理は、デフレ主義が主張するような形式的性質以上のものであ

る。従って、指令主義における真理を説明するのにデフレ主義を採らない理

由は、真理をあくまで形式的な性質として捉えるデフレ主義では、指令主義

における道徳的言明の真理の特徴を十分にとらえることが困難だからである。 

第二の理由は次の通りである。指令主義は、道徳的言明が真であるための

条件として心的独立な事実との対応と心に依存した事実である道徳原理との

一致という、異なる二種類の真理の両方を必要とする。しかし、対応説や整

合説のような一元論的な理論では、これら両方の真理を同時に説明すること

は困難である。これは「スコープ問題」と呼ばれ、どんなものであれ一つの

性質のみで真理の本性を説明する理論では、説明できる言説の種類に限界が

あるという問題である。心的独立な事実との対応によって真理を説明する古

典的対応説では、 “This cat is  wet.”のように心的独立な事実に関する記述的

な文の真理を説明することはできるが、 “This cat is  funny.”のように発話者

の心的状態に依存する文の真理を説明することはできない。二種類の真理を

必要とする指令主義もまた、この問題を回避できるような、多元性を許容す

る理論が必要となる。  
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第三の理由は、真理の多元性を認める理論の中でも、Wright の多元主義で

はなく機能主義を採用する理由である。確かに、Hare は Sorting Out Ethics 

(1997)の中で、ミニマルな真理適合性に関しては Wright の主張を受け入れ

ている（ Hare, 1997, p.58）。しかし、 Hare が影響を受けているところの

Wright の主張は、あくまで、言明が真理適合的か否か、つまり、問題となっ

ている言明が真偽の問える種類のものかどうかに関する主張である。Hare は、

道徳的言明の真理がどのような性質であるかに関する真理の理論においては

Wright の多元主義を採ることを明言していない。指令主義における道徳的言

明の真理の性質を説明する理論としては、Wright の多元主義よりも Lynch

の機能主義の方がよりよい説明ができると考えられる。なぜなら、多元主義

に対して指摘される以下の問題を機能主義は回避できるからである。多元主

義は、真理についての「決まり文句 platitude」を満たす限りは異なる種類の

言説それぞれに異なる種類の真理を認める。この場合、スコープ問題を回避

することはできるが、新たに混合複合文 ３に関する問題を抱えることになる。

これは、異なる種類の真理をもつ文によって構成された連言文の真理をどの

ように説明できるのかという問題である。例えば、 “This cat is  wet and 

funny.”という連言文については、前半の “This cat is wet.”の真理は対応、後

半 “This cat is  funny.”の真理は整合性によって説明されるかもしれない。こ

のとき、この文全体、すなわち、異なる種類の真理をもつ二つの文の連言の

真理はどのような性質によって説明されるのか、という問題が生じる。  

多元主義はこの混合複合文の問題を抱えることになるが、機能主義はこれ

を回避する。というのも、機能主義の場合、真理の性質自体の統一性を認め

つつ、その真理を実現する性質の多元性を主張するからである。例えば、  

“This cat is  wet .”は対応という性質によって真理を実現し、後半 “This cat is  

funny.”は整合性という性質によって真理を実現していることになる。両者に

おける真理の実現の仕方が異なったとしても、実現されている真理自体は同

一である。そのため、機能主義を採った場合にはこの文全体の真理がどのよ

うなものかは問題にならず、多元主義に対して挙げられた混合複合文の問題

は生じない。  

指令主義においても、道徳的言明の記述的意味には二つの側面があること

は既に述べた通りであり、一方の側面は心的独立な事実に、他方は心に依存

した事実に関連している。そのため、多元主義を用いて指令主義を再構成し

た場合には、指令主義における道徳的言明もまた混合複合文の問題が生じる

ことになる。多元主義ではなく機能主義を採用する理由は、機能主義を用い

て指令主義を再構成することで、この問題を回避することができるためであ
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る。  

以上に挙げた三つの理由から、本稿では、指令主義における真理の理論を

再構成するにあたって、機能主義を援用する。次節では、機能主義おける道

徳的言明の真理に関する議論を概観する。  

 

3. Lynch の機能主義における道徳的言説の真理  

 機能主義は、真理の性質の統一性を認めつつ、その真理の実現者において

多元性を許容する。本節では、機能主義における道徳的言説の真理がどのよ

うに説明されるかを整理する。  

結論から述べれば、Lynch の機能主義における道徳的言説の真理は「調和

(concordance)」という性質で説明される。調和とは、超整合性と対応を合わ

せたものである。超整合性とは、「道徳的枠組み (moral frameworks)」という、

道徳判断とそれに関連する非道徳的判断（例えば、事実判断）を含む整合的

な枠組みに新たな情報が加わっても、その判断は引き続き整合性を保つとい

う性質である。例えば、「女性は男性と同等の権利を持つ」という道徳判断に

関する道徳的枠組みには、それに関連する事実判断として「女性と男性は同

等の知能を持つ」などが含まれる。しかし、超整合性だけでは誤った判断を

真としてしまう可能性が残る。例えば、ミソジニー社会において「女性は男

性よりも知能が低い」という事実判断が共有されているとする (Lynch, 2009, 

173)。この時、「女性の権利を剥奪すべきだ」という道徳判断は、このミソジ

ニー社会の道徳的枠組み内では超整合的であるかもしれない。しかし、私た

ちはこの道徳判断を真とは考えない。このような誤った判断を真としないた

めには、道徳判断に関連する事実判断が真である必要がある。先の道徳判断

が偽であるのは、「女性は男性よりも知能が低い」という事実判断が偽である

ためである。従って、道徳判断が真であるためには、その道徳判断が道徳的

枠組内で超整合的なだけでなく、その道徳判断と関連する事実判断が真であ

ることも必要となる。Lynch は、以上の議論を踏まえて道徳的言説の真理の

条件を以下のように定式化する。  

 

道徳判断：  

p が真であるのは、 p が調和するとき、かつその時に限る。  

そして、  

p が調和するのは、 (a) p が道徳的枠組みにおいて超整合性であり、

(b) p がその道徳的枠組み内にある道徳的に関連する非道徳的判断が

真であるとき、かつその時に限る。  (ibid, 176) 
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 以上の議論をまとめると、機能主義において道徳的言説の真理は調和とい

う性質によって実現される。さらに道徳的言説が調和するのは、(a)道徳的枠

組みにどれほど情報が加わったとしても、その道徳判断を含む枠組みの整合

性は保たれている、つまり超整合的であること、(b)道徳判断と関連する事実

判断が真であることが必要となる。  

次節では、以上の議論を援用して、指令主義における真理の理論を再構成

する。  

 

4．機能主義を援用した指令主義の再構成  

 本節では、機能主義における道徳的言説の真理の議論を援用して、指令主

義における真理の理論を再構成する。第二節で述べたように、指令主義にお

いて道徳的言明の記述的意味は判定基準的側面と記述的側面の二つの側面を

もつ。そのため、道徳的言明の真理の理論を再構成するには、これら両側面

から真理の性質を検討する必要がある。結論から述べると、指令主義におけ

る道徳的言明の真理は以下のように定式化される ４。  

 

指令主義における道徳的言明の真理：  

「ｘはよい」が真であるのは、(a) その判断者が用いている判定基準

が道徳原理と超整合的であり、かつ、(b) その記述的意味の記述的側

面が事実に対応しているとき、かつそのときに限る。  

 

まず、記述的側面における真理について検討することで  (b)の条件を説明

し、次に判定基準的側面における真理について検討することで  (a)の条件を

説明する。  

まず、記述的側面における真理について検討する。第二節で述べたように、

記述的側面に関する道徳的言明の真理は心的独立な事実との対応で説明でき

る。第二節で挙げた例を用いると、この言明の記述的側面である「『彼』によ

って指されている人物は、優しくて寛容でトランプでずるをしない」の真理

は、「彼」によって指されている人物が実際に優しくて寛容でトランプでずる

をしないという事実との対応である。この記述的側面の真理の条件は以下の

ように定式化される。  

 

記述的側面：  

「ｘはよい」が真であるのは、その記述的意味の記述的側面が事実に
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対応しているときである。  

 

以上より、上で定式化した道徳的言明の真理における (b)の条件が示された。 

次に、判定基準的側面における真理について検討する。判定基準的側面に

関する道徳的言明の真理は、心に依存した事実である道徳原理との関係によ

って説明される。判定基準的側面と道徳原理との間のこの関係は超整合性で

ある。第二節で挙げた例を用いると、この言明の判定基準的側面、すなわち

「『よい』と判断する際の基準は〈優しくて寛容でトランプでずるをしない〉

ことである」が真であるには、この判断者が用いている判定基準〈優しくて

寛容でトランプでずるをしない〉が客観的な道徳原理に含まれている、つま

りこの基準が、実際に「よさ」に関する基準として成り立っている必要があ

るのである。しかし、道徳原理は私たちが作り上げたものであるため、心的

独立な事実との対応関係のみを扱う古典的対応説で説明することは不可能で

ある。この場合、判定基準的側面における真理は、判断者が用いている判定

基準が客観的な道徳原理と整合的であることが必要となる。しかし、単なる

整合性だけでは不十分である。なぜなら、単なる整合性だけでは、後に偽で

あることが明らかになるが、その時点では整合的であるような誤った判定基

準に基づく道徳判断をも真であると認めるケースが生じてしまうからである。

例えば、「動物は理性をもたない」という事実判断が共有されているような時

点 t1 においては、「動物を道徳的に配慮しないこと」はその時点での道徳原

理、例えば「理性をもつものに対しては道徳的に配慮すべき」のような原理

と整合的であるかもしれない。この場合、単なる整合性のみによって真理が

説明されるならば、「動物を道徳的に配慮する必要はない」という道徳判断は

真であることになってしまう。しかし、Hare は、道徳判断の真理を一時的な

整合性とは考えない。このことは、彼が「行動というものは、まだ発話され

たことのない『べき』原理の違反となる可能性がある」と述べていることか

らも見て取れる (Hare, 1961, p.190= 2003, p.251)。先の例を用いると、動物

も快苦を感じることが明らかになった時点 t2 では、理性によって道徳的配

慮の対象を決定するような原理、すなわち「理性をもつものに対しては道徳

的に配慮すべき」という原理は「快苦を感じる能力をもつものに対して道徳

的に配慮すべき」という原理に修正されるかもしれない。このように原理が

修正された後では、時点 t1 で下された「動物を道徳的に配慮する必要はな

い」という道徳判断と、「快苦を感じる能力をもつものに対して道徳的に配慮

すべき」という道徳原理との整合性は失われるため、この道徳判断は誤りと

なる。  
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以上のように、指令主義の枠組み内では、過去の一時点における整合性の

みで真偽を問うことはできない。道徳的言明が真であるためには、事実に関

する新たな信念が追加されたり、もともと持っていた信念が修正されたりす

ることによって道徳原理が修正された後でも、なおその原理と当該の道徳的

言明が持つ判定基準が整合的であり続けることが必要である。このように、

時点を超えた持続的な整合性は、機能主義における超整合性として解釈する

ことができる。以上を踏まえて判定基準的側面における真理の条件を定式化

すると以下のようになる。  

 

 

判定基準的側面：  

「A はよい」が真であるのは、 その判断者が用いている判定基準が、

道徳原理に新たな情報が加わり修正された後でもなお整合的である、

つまり超整合的であるときである。  

 

 以上より、最初に定式化した道徳的言明の真理における (a)の条件が示され

た。  

 ここまで、最初に定式化した道徳的言明の真理に関する (a)と (b)の条件を

示した。以上をまとまると、指令主義における道徳的言明の真理はその言明

の記述的意味が持つ二つの側面それぞれに応じて説明される。記述的側面に

おいて真理は対応として説明され、判定基準的側面において真理は超整合性

として説明される。  

 

5．結論  

 本稿では、指令主義における道徳的言明の真理の理論を、機能主義を援用

することで再構成した。指令主義において真理を担う記述的意味は、記述的

側面と判定基準的側面の二つの側面を持つ。これらの二つの側面に応じて真

理を検討すると、記述的側面における真理は対応であり、判定基準的側面に

おける真理は超整合性であると結論づけられる。  

機能主義によれば、真理の実現者は言説の種類によって異なるが、真理の

性質はどの種類の言説においても同一である。指令主義においても同様に、

記述的側面における真理の実現者は対応であり、判定基準的側面における実

現者は超整合性であるということができる。機能主義を援用して指令主義の

真理の理論を再構成することによって、それぞれの側面における性質の違い

を認めつつ、真理の統一性を保持することができる。  
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注  

(1)  最近では、心的独立な事実だけではなく、心に依存した事実との対応関係

も認める理論として、Sher(2015)による対応多元主義もあるが、ここでは

古典的対応説を問題とする。  

(2)  非認知主義とデフレ主義、機能主義の相性については、秋葉 [2018]に詳し

い。  

(3)  多元主義は他にも混合推論の問題も抱えている。この問題については

Chase [2015]を参照のこと。  

(4)  本稿の主張は、指令主義における真理の条件を調和の条件 (a)、 (b)に対応

させて再解釈することができるというものである。指令主義における道徳

的言明の真理をすぐさま調和であると主張することができるかどうかは

議論の余地を残す。  
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